
























































 
 

別表第６（第 11 条関係） 

 イ 第 11 条第１項第１号に掲げる職員に対する役職手当 

職 額 

審議役、部長及び支店長並びにこれらの職員

の職務と同程度の職務として役員が実施細則

に定める職務を行う職 

180,000 円を限度として役員が

実施細則に定める額 

副部長、副支店長及びグループ長並びにこれ

らの職員の職務と同程度の職務として役員が

実施細則に定める職務を行う職 

120,000 円を限度として役員が

実施細則に定める額 

推進役 75,000 円を限度として役員が

実施細則に定める額 

独立行政法人住宅金融支援機構の職種及び職

位に関する規程（平成 19 年住機規程第３号

。以下「職種職位規程」という。）第７条に

規定する専門上席参事役の職務を行う職 

120,000 円 

職種職位規程第７条に規定する専門上席参事

役補の職務を行う職 
         100,000 円 

職種職位規程第７条に規定する専門参事役の

職務を行う職 
90,000 円 

 

 ロ 第 11 条第１項第２号に掲げる職員に対する役職手当 

職 額 

独立行政法人住宅金融支援機構組織規程（平

成 19 年住機規程第２号。以下「組織規程」

という。）第 22 条に規定する総括の職務を

行う職 

20,000 円 

組織規程第 23 条に規定する業務主任の職務

を行う職 
10,000 円 

職種職位規程第７条に規定する専門主任調査

役又は専門調査役の職務を行う職 
30,000 円 

職種職位規程第７条に規定する専門副調査役

又は専門係員の職務を行う職 
20,000 円 

 

 

 



 
 

 ハ 第 11 条第１項第３号に掲げる職員に対する役職手当 

職 額 

組織規程第 23 条の２に規定する補佐役の職

務を行う職 
60,000 円 

組織規程第 23 条の３に規定する特別専任の

職務を行う職 

10,000 円 

ただし、その職務の状況に鑑

みて総務人事部長が個別に認

める場合にあっては 15,000 円 

職種職位規程第７条に規定する専門上席専任

役、専門上席専任役補又は専門専任役の職務

を行う職 

60,000 円 

職種職位規程第７条に規定する専門主任調査

役又は専門調査役の職務を行う職 
30,000 円 

職種職位規程第７条に規定する専門副調査役

又は専門係員の職務を行う職 
20,000 円 

 


